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(54)【発明の名称】 電子内視鏡装置および映像信号処理装置

(57)【要約】
【課題】  電子内視鏡の操作を行わずに視野を変更す
る。
【解決手段】  電子スコープ１０にメモリ４２を設け、
メモリ４２に個々の電子スコープ１０に固有のマスク位
置データを格納する。電子スコープ１０をプロセッサ１
００へ装着すると、プロセッサ１００がメモリ４２から
マスク位置データを読出す。メモリコントロール回路１
２０は、マスク位置データと、ＲＯＭ１２２から読み出
したマスクデータとに基づいて画像メモリ１０６から読
み出した映像信号にマスク処理を行う。フロントパネル
スイッチ１１４の特定のスイッチの操作によりマスク位
置データを任意に変更することにより、モニタ装置２０
０に表示すべき画像の視野を変更する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被写体の光学像を映像信号に光電変換す
る撮像素子と、
前記撮像素子から得られた映像信号から任意の一部を選
択して抽出する抽出手段と、
前記抽出手段により抽出された映像信号に基づいてモニ
タ画面の特定の表示領域に被写体の光学像を再現する表
示手段とを備え、
前記抽出手段によって抽出すべき映像信号を選択するこ
とにより、前記表示領域における視野を任意に変更する
ことを特徴とする電子内視鏡装置。
【請求項２】  前記抽出手段により選択された映像信号
を除いた残りの映像信号を、特定レベルの色信号に変換
するマスク手段をさらに備えることを特徴とする請求項
１に記載の電子内視鏡装置。
【請求項３】  被写体の光学像を映像信号に光電変換す
る撮像素子を備えた電子内視鏡に着脱自在であって、
前記撮像素子から得られた映像信号から任意の一部を選
択して抽出する抽出手段と、
前記抽出手段により抽出された映像信号に基づいてモニ
タ画面の特定の表示領域に被写体の光学像を再現する表
示手段とを備え、
前記抽出手段によって抽出すべき映像信号を選択するこ
とにより、前記表示領域における視野を任意に変更する
ことを特徴とする映像信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、電子内視鏡装置に
関し、特に撮像素子から得られる映像信号に対する信号
処理に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】電子内視鏡は、被写体例えば消化器官の
内壁等を即時に観察できる有効な手段として近年多用さ
れている。電子内視鏡は体内器官等に挿入された挿入部
を備え、挿入部の先端には対物レンズと組み合わされた
撮像素子が埋め込まれている。撮像素子は被写体像に対
応する映像信号をプロセッサと呼ばれる専用の映像信号
処理装置に伝送し、プロセッサはこの映像信号に基づい
てモニタ画面上に被写体のカラー画像を再現する。
【０００３】従来、撮像素子において映像信号を読み出
すべき領域は予め定められており、モニタ画面上の視野
を変更するためには挿入部の向きを変える必要があっ
た。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところが、鉗子等によ
って患部を処置する時等、患部と鉗子とのように注目す
べき被写体が複数存在する場合には、注目する被写体の
いずれか一方をピントの合った撮像面の中央に結像させ
ることが好ましいが、視野変更には挿入部の向きの変更
即ち電子内視鏡自体の操作を必要とし、操作が煩雑にな
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るだけでなく、処置中の挿入部の移動は処置ミスを招く
という問題がある。
【０００５】また、十二指腸のように狭い管状の内壁を
観察する場合には、挿入部の向きを変えることは実質的
に不可能であり、視野を変更するためには挿入部の挿入
方向に対して視野方向の異なる複数の電子内視鏡を切り
替えて使用しなければならず、観察や処置に時間がかか
って、患者の負担が大きくなるという問題がある。
【０００６】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたも
のであり、電子内視鏡を操作することなく容易に視野を
変更できる電子内視鏡装置および映像信号処理装置を提
供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の電子内視鏡装置
は、被写体の光学像を映像信号に光電変換する撮像素子
と、撮像素子から得られた映像信号から任意の一部を選
択して抽出する抽出手段と、抽出手段により抽出された
映像信号に基づいてモニタ画面の特定の表示領域に被写
体の光学像を再現する表示手段とを備え、抽出手段によ
って抽出すべき映像信号を選択することにより、表示領
域における視野を任意に変更することを最も主要な特徴
とする。
【０００８】電子内視鏡装置において、抽出手段により
選択された映像信号を除いた残りの映像信号を、特定レ
ベルの色信号に変換するマスク手段をさらに備えること
が好ましい。
【０００９】また、本発明の映像信号処理装置は、被写
体の光学像を映像信号に光電変換する撮像素子を備えた
電子内視鏡に着脱自在であって、撮像素子から得られた
映像信号から任意の一部を選択して抽出する抽出手段
と、抽出手段により抽出された映像信号に基づいてモニ
タ画面の特定の表示領域に被写体の光学像を再現する表
示手段とを備え、抽出手段によって抽出すべき映像信号
を選択することにより、表示領域における視野を任意に
変更することを特徴とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について
添付図面を参照して説明する。
【００１１】図１は、本実施形態の電子内視鏡装置を適
用した電子内視鏡システムを示すブロック図である。第
１実施形態の電子内視鏡装置は光学的被写体像を映像信
号に変換してモニタ画面に表示するものであり、カラー
画像を再現するために撮像方式には同時方式が採用さ
れ、映像信号の規格にはＮＴＳＣ方式が採用される。
【００１２】電子内視鏡装置は、側視型電子内視鏡であ
るスコープ（電子内視鏡）１０と、スコープ１０が接続
されるプロセッサ１００と、プロセッサ１００に接続さ
れるモニタ装置２００とを備える。
【００１３】スコープ１０は可撓管２０を備える。スコ
ープ１０には、光ファイバ束から成る光ガイド部材１２
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（図中ハッチングで示される）が可撓管２０の先端部２
０ａにまで挿通しており、光ガイド部材１２の基端側は
スコープ１０のプロセッサ１００への装着時にプロセッ
サ１００に設けられた光源部１０２に光学的に接続され
る。これにより、光源部１０２からの照明光は光ガイド
部材１２によって可撓管先端部２０ａへ導かれ、先端部
側方の被写体例えば内臓器官５００が照明される。
【００１４】可撓管先端部２０ａには固体撮像素子例え
ばＣＣＤを有する撮像センサ１４が設けられる。この撮
像センサ１４には、図２の部分拡大断面図で示すよう
に、ＣＣＤ１８と組み合わされた対物レンズ系１６が包
含され、さらにＣＣＤ１８の撮像面側即ち対物レンズ側
には光学マスク２２が一体的に設けられる。白色照明光
により照明された被写体の光学像が対物レンズ系１６に
よりＣＣＤ１８の撮像面に結像させられ、この撮像面上
の補色カラーチップフィルタ（図示せず）により各色の
光に変換される。ＣＣＤ１８に結像された光学的被写体
像は、撮像センサ１４により１フレーム分のアナログ撮
像信号に光電変換され、プロセッサ１００のタイミング
コントロール回路１１２により生成されたＣＣＤ駆動信
号によってＣＣＤ１８から順次読み出される。光学マス
ク２２は、対物レンズ系１６により結像されない領域へ
の光を遮蔽する。
【００１５】撮像センサ１４から読み出されたアナログ
撮像信号は初段映像信号処理回路１０４に伝送される。
初段映像信号処理回路１０４は、プリアンプ、ビデオフ
ィルタ、サンプルホールド回路およびγ回路等を有して
おり、アナログ撮像信号は初段映像信号処理回路１０４
において撮像センサ１４の特性やスコープ１０の光学特
性に応じた画像処理が施され、さらに輝度信号Ｙおよび
色差信号Ｃｂ、Ｃｒからなるコンポーネントデジタル信
号に変換されて、画像メモリ１０６に順次格納される。
【００１６】１フレーム分のコンポーネントデジタル信
号は、画像メモリ１０６から読み出されて後段映像信号
処理回路１０８に送られる。後段映像信号処理回路１０
８はビデオフィルタ、ホワイトバランス補正回路、クラ
ンプ回路、γ補正回路、輪郭強調回路、キャラクタイン
ポーズ回路等を含み、コンポーネントデジタル信号は後
段映像信号処理回路１０８において、モニタ装置２００
の特性に応じた画像処理が施され、さらに輝度信号に色
差信号および復号同期信号を多重したＮＴＳＣ方式のコ
ンポジットビデオ信号などのアナログカラービデオ信号
に変換される。
【００１７】アナログカラービデオ信号はプロセッサ１
００からモニタ装置２００に出力され、モニタ装置２０
０の画面上にはこのアナログカラービデオ信号に基づい
て被写体像が再現される。また、アナログカラービデオ
信号はプロセッサ１００からＶＴＲ、ＶＣＲ等の記録装
置３００に出力され、ビデオテープ等に記録される。さ
らに、アナログカラービデオ信号は図示しないインター
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フェースを介してパーソナルコンピュータ等の医用画像
ファイリング装置３５０に出力され、ここで静止画像ま
たは動画像のデータとしてハードディスク等の記録媒体
に書き込まれる。
【００１８】システムコントロール回路１１０には外部
入力装置としてキーボード４００が接続され、このキー
ボード４００から入力された患者名や図示しないタイマ
回路から得られる観察日時等の文字情報はシステムコン
トロール回路１１０により文字パターン信号に変換され
て後段映像信号処理回路１０８のキャラクタインポーズ
回路に出力され、ここでコンポーネントデジタル信号に
付加される。これにより、モニタ装置２００の画面上に
は光学的被写体像の再現カラー画像と共に文字情報が表
示される。
【００１９】システムコントロール回路１１０はプロセ
ッサ１００の全動作を制御するマイクロコンピュータで
あり、ＣＰＵ、種々のルーチンを実行するためのプログ
ラムやパラメータを格納するＲＯＭ、データ等を一時的
に格納するＲＡＭを備える。タイミングコントロール回
路１１２は、各回路の動作の同期を取るための同期信号
等のタイミング信号を生成する。
【００２０】プロセッサ１００には、画質や照明光量な
どを手動で調節したり、種々のモードを設定したりする
ためのスイッチを複数個備えたフロントパネル１１４が
設けられ、またプロセッサ１００の各回路および光源部
１０２へ電力を供給する電源部１１６、および電源部１
１６のＯＮ／ＯＦＦを切換える主電源ボタン１１８が設
けられる。
【００２１】スコープ１０は可撓管２０と一体的な把持
部３０を備え、この把持部３０には可撓管２０を機械的
に操作するための各種ボタンが設けられる。また、把持
部３０から一体的に延びる連結可撓管の端部に設けられ
たコネクタ部４０には、プロセッサ１００へ光学的およ
び電気的に接続するための各種コネクタと、電子内視鏡
固有のマスク位置データを格納するためのメモリ４２が
設けられる。メモリ４２は例えば書換え可能なＥＥＰＲ
ＯＭである。
【００２２】プロセッサ１００には、スコープ１０から
得られる被写体像の外縁に電子マスクを施して対物レン
ズ系１６（図２）によりピントの合った領域だけをモニ
タ画面上に表示させるマスク処理機能が備わっている。
プロセッサ１００は、画像メモリ１０６に対するコンポ
ーネントデジタル信号の書込み動作および読出し動作を
制御するメモリコントロール回路１２０を備え、メモリ
コントロール回路１２０で生成される読出しアドレスを
調整することによって電子マスクを施した映像を出力し
ている。
【００２３】詳述すると、メモリコントロール回路１２
０は、プロセッサ１００の主電源が投入された時に再現
カラー画像に施すべき電子マスクの寸法形状を示すマス
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クデータをＲＯＭ１２２から読み出し、スコープ１０が
接続された時に電子マスクの相対位置を示すマスク位置
データをスコープ１０に内蔵されたメモリ４２から読み
出し、スコープ１０の作動時にはこれらマスクデータお
よびマスク位置データに基づいて一連の読出しアドレス
を生成する。一連の読出しアドレスデータが画像メモリ
１０６に対して出力されると、その読出しアドレスデー
タに従って画像メモリ１０６からは所定のコンポーネン
トデジタル信号即ち輝度信号Ｙおよび色差信号Ｃｂ、Ｃ
ｒが後段映像信号処理回路１０８に対して出力される。
【００２４】図３および図４を参照して、マスク処理に
ついて説明する。図３はＣＣＤ１８の画素領域および撮
像領域と、ＣＣＤ１８の撮像面における対物レンズ系の
結像領域と、光学マスクによる遮光領域と、電子マスク
領域との相対位置関係を概念的に示す図である。図４は
モニタ装置２００の正面図である。
【００２５】ＣＣＤ１８は、２次元配列された多数の画
素からなり、水平方向（図中、矢印Ｘで示す）にＭ画
素、垂直方向（図中、矢印Ｙで示す）にＮ画素だけ配列
されている。ＣＣＤ１８の画素領域における任意の画素
Ｇの相対位置は、ＣＣＤの左上隅の画素を原点（０，
０）とした時の原点からの相対位置（ｉ，ｊ）で表され
る。パラメータｉはＸ方向における原点Ｇｏ（０，０）
からの画素数であり、条件０≦ｉ≦Ｍを満たす。また、
パラメータｊはＹ方向における原点Ｇｏ（０，０）から
の画素数であり、条件０≦ｊ≦Ｎを満たす。
【００２６】ＣＣＤ１８においては、全ての画素が撮像
に用いられるわけではなく、図中一点鎖線で囲まれる長
方形の撮像領域ＫＲに含まれるｍ×ｎ画素（ｍ≦Ｍ、ｎ
≦Ｎ）のみが被写体像に対応した撮像信号を出力するこ
とができ、その外側を囲む領域に含まれる画素は黒レベ
ルを決定するための信号を出力する。画素領域における
撮像領域ＫＲの相対位置は、原点から撮像領域ＫＲの左
上隅の読出開始画素Ｇｓまでの距離（Ｓｘ，Ｓｙ）で表
される。プロセッサ１００の画像メモリ１０６には、Ｃ
ＣＤ１８の全画素分即ちＭ×Ｎ画素分のコンポーネント
デジタル信号が書き込まれるが、撮像領域ＫＲに含まれ
るｍ×ｎ画素分のみが読み出される。
【００２７】対物レンズ系１６が撮像面において鮮明な
像を結ぶことができる領域を結像領域ＦＲ（図中、破線
で囲まれる円形の領域）と定義する。対物レンズ系１６
は、結像領域ＦＲが撮像領域ＫＲの略全体を覆い、かつ
その結像中心Ｃｆが撮像領域ＫＲの中心Ｃｋと一致する
ように設けられる。光学マスク２２は結像領域ＦＲの外
側を覆うように設けられるため、撮像領域ＫＲ内であっ
てかつ結像領域ＦＲ外の領域、即ち図中撮像領域ＫＲの
四隅に位置する略三角形状を呈する光学マスク領域ＭＲ
１～ＭＲ４（右上がりのハッチングで示される）は、光
学マスク２２に覆われるために暗電流に基づく黒レベル
の信号を出力する。
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【００２８】プロセッサ１００は、画像メモリ１０６か
らコンポーネントデジタル信号を読み出す際に、二点鎖
線で囲まれる長方形領域に対応するコンポーネントデジ
タル信号のみを読み出し、後段映像信号処理回路１０８
に与える。この長方形領域は、モニタ装置２００の画面
２０２に被写体像として映し出され得る領域であり、こ
こでは映像領域ＰＲとして定義する。この映像領域ＰＲ
の水平方向画素数αおよび垂直方向画素数βはそれぞれ
撮像領域ＫＲの水平方向画素数ｍおよび垂直方向画素数
ｎよりも少なく、映像領域ＰＲは撮像領域ＫＲの内側、
厳密には４つの光学マスク領域ＭＲ１～ＭＲ４よりも内
側に配される。
【００２９】映像領域ＰＲの外側を囲むロの字領域は電
子マスク領域ＭＥとして定義され、図中左上がりのハッ
チングで示される。図に明らかなように、光学マスク領
域ＭＲ１～ＭＲ４は電子マスク領域ＭＥに含まれてい
る。プロセッサ１００は、画像メモリ１０６からコンポ
ーネントデジタル信号を読み出す際に、電子マスク領域
ＭＥに対応するコンポーネントデジタル信号を読み出さ
ずに、マスク色の信号（例えば黒レベルの信号）を後段
映像信号処理回路１０８に与える。即ち、電子マスク領
域ＭＥに対応するコンポーネントデジタル信号をマスク
色（背景色）の信号に変換することにより、遮光領域Ｍ
Ｒ１～ＭＲ４を含む電子マスク領域ＭＥには電子マスク
が施される。なお、電子マスクの形状はロの字に限定さ
れることはなく、またその寸法も本実施形態に限定され
ることはなく、光学マスク領域を覆うだけの面積および
形状を備えていればよい。
【００３０】図４に示すように、モニタ装置２００の画
面２０２の所定位置には映像表示領域ＷＰＲが設定さ
れ、この映像表示領域ＷＰＲには、画像メモリ１０６か
ら読み出された映像領域ＰＲに含まれるα×β画素分の
被写体像が表示される。映像表示領域ＷＰＲの外側を囲
む領域は背景色（例えば黒レベルの色）で表される。
【００３１】映像領域ＰＲの情報、即ち映像信号が出力
されるべき領域の寸法および形状を示すマスクデータは
ＲＯＭ１２２に格納される。また、撮像領域における映
像領域ＰＲの相対位置を示すマスク位置データはメモリ
４２に格納される。本実施形態においては、マスク位置
データ即ち映像領域ＰＲの相対位置を操作者が任意に変
更でき、これにより電子内視鏡を操作することなくモニ
タ画面における視野を変更できる。
【００３２】図５はプロセッサ１００の外観を示す正面
図である。プロセッサ１００の表面にはフロントパネル
１１４および主電源ボタン１１８が設けられる。フロン
トパネル１１４は、図中破線で囲まれる領域内に配され
る、視野変更用のスイッチ群１３０、具体的には上方向
移動スイッチ１３２、下方向移動スイッチ１３４、右方
向移動スイッチ１３６、左方向移動スイッチ１３８、中
央移動スイッチ１４０および第１～第３プリセットスイ
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7
ッチ１４２、１４４、１４６を備える。
【００３３】図６はスイッチ群１３０の手動操作による
映像領域ＰＲの相対位置の変化を示す図であり、図７お
よび図８は映像領域ＰＲの相対位置が変化したときのモ
ニタ画面に表示される被写体像を示す模式図である。
【００３４】映像領域ＰＲは初期位置として撮像領域Ｋ
Ｒの中央に定められ、この初期位置は図６中二点鎖線で
示される。映像領域ＰＲは撮像領域ＫＲ内において相対
移動可能であり、上方向移動スイッチ１３２が押下され
たときにはＹ軸に沿って負の方向（図中上方）へ移動
し、同様に、下方向移動スイッチ１３４が押下されたと
きにはＹ軸に沿って正の方向（図中下方）へ、右方向移
動スイッチ１３６が押下されたときにはＸ軸に沿って正
の方向（図中右方）、左方向移動スイッチ１３８が押下
されたときにはＸ軸に沿って負の方向（図中左方）へ、
それぞれ相対移動する。中央移動スイッチ１４０が押下
されたときには、何れの位置にあっても初期位置に戻さ
れる。
【００３５】例えば、図６中ハッチングが施された略円
形で示される被写体像Ｓが撮像領域ＫＲに結像された状
態で、スイッチ１３２および１３８の押下により映像領
域ＰＲが初期位置から図中左上方向に外れた位置（図中
点線で示される位置）に移動させられると、映像領域Ｐ
Ｒ内における被写体像Ｓの相対位置は右下方向に移動す
る。従って、実際には挿入部２０を何ら操作していない
のにも関わらず、図７に示すようにモニタ画面２０２上
ではあたかも被写体像Ｓが右下方向に移動するよう挿入
部２０の先端をＣＣＤ１８（図１、２）の左上方向に対
応した方向に動かしたような映像が表示される。また、
スイッチ１３４および１３６の押下により映像領域ＰＲ
が初期位置から図中右下方向に外れた位置（図中破線で
示される位置）に移動させられると、映像領域ＰＲ内に
おける被写体像Ｓは左上方向に相対移動し、図８に示す
ようにモニタ画面２０２上ではあたかも被写体像Ｓが左
上方向に移動するよう挿入部２０の先端をＣＣＤ１８の
右下方向に対応した方向に動かしたような映像が得られ
る。なお、図７および図８では、映像領域ＰＲが初期位
置に定められた時の被写体像Ｓの位置を破線で示してい
る。
【００３６】第１～第３プリセットスイッチ１４２、１
４４、１４６には、それぞれ設定された映像領域ＰＲの
相対位置が割り当てられており、第１～第３プリセット
スイッチ１４２、１４４、１４６を押下するだけで映像
領域ＰＲをそれぞれ対応する相対位置に移動させること
ができる。各プリセットスイッチ１４２、１４４および
１４６に対応する映像領域ＰＲのデータ即ちマスク位置
データは、操作者の好みに応じて変更可能である。
【００３７】スイッチ群１３０により変更されたマスク
位置データは、メモリコントロール回路１２０によりス
コープ１０の製品名や製品番号および操作者名等の個々
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のスコープ１０固有の情報と関連付けられて、スコープ
１０に内蔵されたメモリ４２に記録される。従って、同
じスコープ１０が再びプロセッサ１００に接続されると
きには、メモリコントロール回路１２０により前回のマ
スク位置データが読み出され、操作者が意識せずとも好
みに応じた視野で観察、処置することができる。
【００３８】スイッチ群１３０はプロセッサ１００のフ
ロントパネル１１４に組み込まれているが、これらスイ
ッチ群１３０の機能をプロセッサ１００とは別体の専用
の入力装置に持たせる構成であってもよいし、キーボー
ド４００の特定のキーに割り当てる構成、または複数の
キーの組み合わせに持たせる構成や、マイクを使用した
音声入力によって映像領域PRの相対位置を変更する構成
であってもよい。
【００３９】図９はシステムコントロール回路１１０に
おいて実行される映像信号処理プログラムである。主電
源が投入されるとこのプログラムが開始され、ステップ
Ｓ１０２でスコープ１０の接続が検出されると、次のス
テップＳ１０４において接続されたスコープ１０のメモ
リ４２からマスク位置データが読み出される。続くステ
ップＳ１０６では読み出されたマスク位置データおよび
ＲＯＭ１２２のマスクデータとに基づいて画像メモリ１
０６から読み出した映像信号にマスク処理を施してモニ
タ装置２００に伝送する。
【００４０】ステップＳ１０８ではスイッチ群１３０の
操作により映像領域ＰＲの位置変更が指示されたか否か
が検出され、映像領域ＰＲの位置変更が指示された場合
にはステップＳ１１０においてマスク位置データが更新
され、ステップＳ１１２において更新されたマスク位置
データに基づいてマスク処理が施され、ステップＳ１１
４においてマスク位置データがメモリ４２に書き込まれ
る。そしてステップＳ１１６においてスコープ１０が引
抜かれたか否かが検出され、引抜かれた場合にはこのプ
ログラムを終了し、接続されていると判定された場合に
はステップＳ１０８に戻る。ステップＳ１０８において
スイッチ群１３０の操作がないと判定された場合にはス
テップＳ１１０～Ｓ１１４は実行されずステップＳ１１
６に進む。
【００４１】また、画像メモリ１０６から読み出された
映像信号から鉗子等の特定の注目物を認識する画像認識
回路を画像メモリ１０６の後段にさらに設け、画像認識
回路により映像領域ＰＲ上における注目物の相対移動を
検出した場合には、その移動方向および移動量のデータ
をシステムコントロール回路１１０に送って注目物が常
に画面の中央に来るように電子マスク位置即ち映像領域
ＰＲの位置を自動的に調整してもよい。この場合、鉗子
の操作を行うときにスイッチ群１３０を同時に操作する
必要がなく、操作性が極めて向上する。
【００４２】なお、本実施形態においては、電子内視鏡
は挿入部の軸真に対して対物光学系の光軸が垂直な側視
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型であったが、挿入部の軸心と対物光学系の光軸とが平
行な直視型電子内視鏡や、挿入部の軸心に対して対物光
学系の光軸が傾斜している斜視型電子内視鏡であっても
よい。
【００４３】
【発明の効果】以上説明したように本発明の電子内視鏡
装置は、スコープを操作することなく視野を変更できる
ため、操作性に優れるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による電子内視鏡装置の実施形態を示す
図であって、電子内視鏡システムの概略ブロック図であ
る。
【図２】図１に示す電子内視鏡の可撓管先端の構成を簡
略的に示す部分拡大断面図である。
【図３】図１に示すＣＣＤの撮像面と、結像領域と、光
学マスク領域と、電子マスク領域との相対位置関係を示
す模式図である。
【図４】モニタ装置の画面に設定された映像表示領域を
示す図である。 *
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*【図５】プロセッサの正面図である。
【図６】ＣＣＤの撮像面における映像領域の相対位置変
化を示す模式図である。
【図７】映像領域が相対移動した時のモニタ画面におけ
る被写体像の相対位置変化を示す模式図である。
【図８】映像領域が図７と異なる方向に相対移動した時
のモニタ画面における被写体像の相対位置変化を示す模
式図である。
【図９】システムコントロール回路により実行される映
像信号処理プログラムを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０  電子内視鏡
１８  ＣＣＤ（撮像素子）
４２  メモリ
１００  プロセッサ（映像信号処理装置）
１０６  画像メモリ
１２０  メモリコントロール回路
１２２  ＲＯＭ
２００  モニタ装置

【図１】

【図２】 【図７】
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